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△ 相続税の申告準備

Q ●
● 先月父が死亡し、近く相続税の申告手

続きにとりかかる予定です。申告のためには

どのような準備が必要でしょうか。

A ●
● 相続人の確認、遺言の有無、財産と債

務の確認、財産の評価、遺産の分割等の手続

きが必要です。

【解説】

人が死亡すると、相続が開始します。相続

が開始すると、10カ月を経過する日までに

相続税の申告を行う必要があるため、手際よ

く次のような手続きを進めてください。

(1)相続人の確認

被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を

取り寄せる

(2)遺言書の有無の確認

自筆遺言書は家庭裁判所で検認を受けた後

開封

(3)財産や債務の概要の把握

相続の放棄をするかどうかを決める

(4)相続の放棄または限定承認

家庭裁判所に申し出る（3カ月以内）

(5)所得税の申告と納付

被相続人の死亡した日までの所得を税務署

に申告する（4カ月以内）

(6)財産や債務の調査・評価

(7)遺産の分割

相続人全員で遺産の分割協議をして、分割

協議が確定した場合には、遺産分割協議書

を作成

(8)相続税の申告と納付


